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                               京情個審答申第18号 

                                               令 和 ５ 年 ２ 月 28日 

 

 

 京都府公安委員会 

   委員長 森田 雅之 様 

 

 

                            京都府情報公開・個人情報保護審議会 

                  会 長    山 本 克 己 

 

 

 

 

    公文書非公開決定（公開請求拒否）に係る審査請求に対する 

    裁決について（答申）   

 

 

  令和３年６月11日付け公委第554号で諮問のあった事案について、次のとおり答

申します。 
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第１ 審議会の結論 

 

   本件事案について、処分庁が公文書の存否を明らかにしないで公開請求を

拒否した判断は、妥当である。 

 

 

第２ 審査請求に至る経過 

 

 １  令和２年10月29日、審査請求人は、京都府情報公開条例（平成13年京都府

条例第１号。以下「条例」という。）第４条の規定により、京都府警察本部

長（この答申において「処分庁」という。）に対し、「平成○年○月○日深

夜から同○日未明にかけて京都府警察○警察署員が管轄区域外である○に於

いて職権を行使したことについて、事前事後を問わず、その職権行使を決裁

又は許可等したこと及びその理由ほか内容がわかる文書（具体的には身体の

拘束をされていない○に居住する私人を自動車に乗せ京都府から○に移動さ

せ住居等に立ち入る等した職務）。なお、警察61条又は同第61条に関連した

協議がされた事案であった場合、協議文書等該当事案であることがわかる文

書」（以下「請求対象文書」という。）を内容とする公文書の公開を請求し

た（以下「本件請求」という。）。 

 

  ２ 令和２年11月10日、処分庁は、本件請求に対し、請求対象文書が存在して

いるか否かを答えるだけで、条例第６条第１号及び第７号に規定する非公開

情報を公開することになるという理由から、条例第９条の規定により当該公

開請求を拒否する決定（以下「本件処分」という。）を行い、同日、審査請

求人に公文書非公開決定通知書（公開請求拒否）を送付した。 

 

 ３ 令和２年12月21日、審査請求人は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第２条の規定により、本件処分を不服として京都府公安委員会（以下「諮問

庁」という。）に対して審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行っ

た。 

 

 ４ 令和３年６月11日、諮問庁は、条例第19条第１項の規定により、京都府情

報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）に本件審査請求に

対する裁決について諮問した。 

 

 

第３ 本件審査請求の趣旨 

 

本件審査請求の趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。 

 

 

第４ 審査請求人の主張の要旨 

 

    審査請求人が審査請求書及び口頭意見陳述において述べている主張は、お

おむね次のとおりである。 
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処分庁は公文書の公開を拒否する理由として条例第９条該当としたが、審

査請求人のした公文書の開示請求は被疑事案に関するものであって、当該事

案は京都地方検察庁の検察官が犯罪事実は無いと判断し不起訴処分を行って

おり、京都府警察が過失又は故意で犯罪でない事案を犯罪として取り扱った

本請求に係る事案はすでに公訴時効となっているから捜査に支障を及ぼす虞

は無いものであるし、寧ろ深夜に管轄区域外に及んでまで職権を行使すると

いう立派な職務を行った京都府警察の警察官は全国の警察官の鏡でありその

職務の内容は積極的に公開すべき情報である。 

   また、条例第７条によって公開義務がある。 

 

 

第５ 諮問庁の説明の要旨 

 

   諮問庁の説明によると、処分庁が本件審査請求において主張している内容

は、概ね次のとおりである。 

 

   審査請求人が求める公文書は、「平成○年○月○日深夜から同○日未明に

かけて」という特定の日時に、「身柄不拘束の○在住の私人」という特定の

者が、「○警察署員」という特定の警察署の警察官によって、「自動車に乗

せられ、京都府から○に移動させられ住居等に立ち入られた」という特定の

行為があったことを前提とするものである。また、請求書の「なお、警察61

条又は同第61条に関連した協議がされた事案であった場合、」との記載から

は、対象とする行為は、管轄区域外における犯罪の鎮圧及び捜査を前提とし

ていることが明らかである。よって、請求人が求める特定の捜査活動に関す

る公文書は、その存在を明らかにすることにより、特定の捜査活動の有無や

特定の時期における捜査の進捗状況を明らかにすることとなる。 

以上のとおり、審査請求人が求める公文書が特定の犯罪捜査の過程におい

て作成されたものであることを前提としていることから、処分庁は、条例第

９条の規定により本件処分を行ったものである。 

 

 

第６ 審議会の判断理由 

 

 １ 本件処分に関する具体的な判断及びその理由について 

 

   審査請求人は、処分庁が請求対象文書の存否を答えるだけで、条例第６条

第１号及び第７号に規定する非公開情報を公開することになるという理由か

ら非公開とした本件処分は妥当でない旨主張していることから、これについ

て検討し、判断することとする。 

 

  (1) 非公開情報該当性について 

    条例第６条第１号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバ

シーを保護するため、個人が特定され得る情報のうち、通常他人に知られ

たくないと望むことが正当であると認められるものが記録されている公文
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書を非公開とすることを定めたものである。 

    また、条例第６条第７号は、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又

は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

が記録されている公文書を非公開とすることを定めたものである。 

    諮問庁の説明によると、審査請求人が求める公文書は、特定の日時に、

特定の者が、特定の警察署の警察官によって、特定の行為がなされたこと

を前提とするものであり、また、審査請求人による公文書公開請求書の記

載内容からは、京都府警察の管轄区域外における犯罪の鎮圧及び捜査があ

ったことを前提としていることが明らかであり、請求人が求める特定の捜

査活動に関する公文書は、その存在を明らかにすることにより、特定の捜

査活動の有無や特定の時期における捜査の進捗状況を明らかにすることと

なるとのことであった。 

    これらのことについて、諮問庁の説明に不合理な点はないと認められる

とともに、これを覆すような特段の事情も認められないことからすると、

仮に審査請求人が主張するような情報が記載された文書が存在するとした

場合、これらは個人に関する情報であって、個人が特定され得るもののう

ち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

であるとともに、捜査に支障を及ぼす情報であると認められる。 

    以上のことから、請求対象文書の情報は、条例第６条第１号及び第７号

に該当すると認められる。 

 

  (2) 条例第９条該当性について 

    条例第９条は、公開請求の拒否処分の一態様として、一定の場合に、実

施機関は公文書の存否自体を明らかにしないで、拒否することができるこ

とを定めたものである。 

一般的に、情報公開請求に対しては、当該請求に係る公文書の存否を明

らかにして公開又は非公開の決定をすべきであるが、同条は、例外的に公

文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる場合につ

いて規定したものである。 

    これを本件について当てはめてみると、本件請求は、特定の日時に、特

定の者が、特定の警察署の警察官によって、特定の行為が、京都府警察の

管轄区域外において、犯罪の鎮圧及び捜査としてなされたことを前提とす

る、事件捜査に係る文書の公開を求めているものであるが、本件対象文書

の存否を答えるだけで、条例第６条第１号及び第７号の非公開情報を公開

することとなるため、条例第９条の規定により本件請求を拒否したことは

妥当である。 

    なお、情報公開制度は、何人に対しても、請求の目的のいかんを問わず

公開請求を認める制度であって、請求者が誰であるかは考慮されないもの

であり、仮に、当事者が請求したとしても、第三者が請求したときと同様

に公開又は非公開の判断を行うものである。 

 

  ２ 結 論 

 

   以上の理由から、「第１ 審議会の結論」のとおり判断するものである。 
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参考 

 

 審議会の処理経過 

 

年 月 日 処 理 内 容 

令和３年 ６月１１日  諮問書の受理  

令和３年 ７月２９日  第１回審議会 

令和３年１０月１１日   第２回審議会 

令和５年 ２月 ８日   第３回審議会 

令和５年 ２月２８日   答  申 

 

 

 調査審議に関与した委員 

  京都府情報公開・個人情報保護審議会第１部会 

委 員（部会長） 山 本  克 己 

委 員      野 崎  治 子（第２回審議会まで） 

委 員      奥 野  美奈子（第３回審議会から） 

委 員      原 田  大 樹 

委 員      宮 本  恵 伸 

委 員      山 舗  恵 子 


